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　都民税（道府県民税）と特別区民税（市町村民税）
を合わせて住民税と呼んでいます。住民税には、広く
一律に負担していただく均等割と、所得金額に応じて
負担していただく所得割があります。

　自営業の方や住民税を給与から差し引かれていない
方（普通徴収）には「住民税の納税通知書と納付書」
を6月10日頃にご自宅へ、給与所得者（給与からの特
別徴収）には「税額通知書と納入書」を5月15日頃に
会社宛に郵送します。
 4月1日現在65歳以上の方で住民税を公的年金等から
差し引かれる方（公的年金等からの特別徴収）には  
「住民税の納税通知書」を6月10日頃、ご自宅へ郵送
します。（特別徴収の開始年度は税額の1/2相当額が
普通徴収）通知書には、普通徴収の場合は納付書が、
特別徴収の場合は納入書が同封されています。納付
書および納入書による納付・納入については「納税の
方法」（P51）をご参照ください。

　前年中に所得のあった方は、2月16日から3月15日
までに、税務署または区役所へ前年の所得を申告してく
ださい。

　会社から提出される給与支払報告書の記載事項以外
に所得や控除のある方（会社から給与支払報告書が提出
されなかった方を含む。）は、住民税の申告が必要です。
また、事業所得などの所得が少額で確定申告書の提出
義務がない方も、住民税の申告が必要です。
　なお、所得がなかった方でも非課税証明書の発行や
国民健康保険料・介護保険料算定の基礎資料になりま
すので、住民税の申告が必要な場合があります。

　次の方は、税務署へ確定申告を行ってください。

台東区に住所がないが仕事をするための事
務所や店舗等が台東区にある方

給与所得者で1か所の会社からの給与収入が
2,000万円を超える方、2か所以上の会社から
給与収入がある方、給与所得以外の所得があ
る方

　普通徴収は、第1期（6月30日）・第2期（8月31
日）・第3期（10月31日）・第4期（翌年1月31日）
です。
　給与からの特別徴収は、6月から翌年5月（翌月
の10日）、公的年金等からの特別徴収は、公的年金
等の支払月の翌月10日、軽自動車税（種別割）は、
年1回5月31日です。
　ただし、上記納期限が土日祝日の場合は、その
翌営業日が納期限となります。

　※詳しくは、税務署へお問合せください。

住民税の構成
●問合せ　税務課 03-5246-1103～5

税　金
TEL

TEL

TEL

TEL

TEL

便利帳
コード tbc2029

住民税
都　民　税 都民税均等割

都民税所得割

特別区民税 特別区民税均等割
特別区民税所得割

住民税は国籍を問わず、その年の1月1日現在の
住所地で前年（1月～12月）の所得に課税されます。

住民税を納める方 均等割 所得割
台東区に住所のある方 ○ ○

○ －

区役所へ住民税の申告が必要な方

税務署へ確定申告が必要な方

※  確定申告した方は、区役所への住民税の申告は
不要です

（1）  自営業など事業所得、不動産所得、雑所得な

住民税を納める方
●問合せ　税務課 03-5246-1103～5

03-5246-1103～5

（2） 

（3）  雑損控除、医療費控除、寄附金税額控除、給
与にかかる年末調整以外で、住宅借入金等特
別税額控除などの適用を受けようとする方

税額の決定通知
●問合せ　税務課 03-5246-1103～5

納期限日
●問合せ　税務課 03-5246-1114▶

▶

▶延滞金
納期限を過ぎると、本税の納期限の翌日から起算
してその住民税を完納するまでの期間に応じ、その
未納にかかる本税の額に、延滞金が加算されます。

どがある人
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納付場所、方法は下記のとおりです。
1．特別区指定金融機関、特別区公金収納取扱店（銀行、信用金庫、信用組合、農業協同組合）
2．東京都、山梨県及び関東各県所在のゆうちょ銀行、郵便局の窓口
　ただし、特別徴収義務者（給与支払者）が上記以外のゆうちょ銀行・郵便局で納入する場合、当区の取扱店
として指定する「指定通知書」（特別区民税・都民税特別徴収税額決定通知書に同封）を、納入書とあわせて
提出してください。
3．区役所戸籍住民サービス課（1階・2番窓口）、収納課（3階・9番窓口）、区民事務所・同分室
4．コンビニエンスストア※
　納付できるコンビニエンスストアの一覧は、各納付書の裏面をご覧ください。
5．キャッシュレス決済による納付
（1）特別区民税・都民税（普通徴収）について、納付書表面のバーコードを利用したスマートフォン決済ア
プリ（クレジットカード、インターネットバンキングを含む）によるお支払いができます。詳細は、納付書同
封のチラシまたは区公式ホームページをご覧ください。
（2）軽自動車税（種別割）について、納付書表面のQRコードを利用したスマートフォン決済アプリや、
「地方税お支払いサイト」からクレジットカード等、各種決済方法によるお支払いができます。詳細は、納付
書同封のチラシまたは区ホームページをご覧ください。
（「QRコード」は㈱デンソーウェーブの登録商標です。）

　なお、督促後も住民税を納付いただけない場合
は、預金や給与等の差押（滞納処分）を行う場合が
ありますので、納期限内納付にご協力ください。

※ 注意事項
　・特別区民税・都民税（普通徴収）及び軽自動車税（種別割）のみご利用可能です。
　・バーコードの付いていない納付書は、コンビニエンスストア及びスマートフォンでのお支払いはできませんのでご注意ください。
　・一定期間を経過すると納付書が利用できない場合があります。

TEL 03台東区役所

▶督　促
　納税者または特別徴収義務者が納期限までに住民
税を完納しないときは、督促状を発送します。

1．軽自動車税（種別割）
毎年4月1日現在、区内に定置場がある原動機付自転車・二輪の小型自動車・軽自動車・小型特殊自動車（以

下、軽自動車等）の所有者（個人又は法人）に課税されます。毎年5月上旬に「軽自動車税（種別割）納税通知
書」をお送りします。
軽自動車等を取得・譲渡・廃棄した場合、または住所などの変更があった場合は届出が必要です。手続きを

しないと、継続して所有しているとみなされ課税される場合があります。盗難にあった場合も警察に盗難届を
提出した後、廃車の申告が必要です。
また、障害のある方が所有する軽自動車等で基準に該当する場合、軽自動車税（種別割）の減免が受けられ

る制度があります。減免申請は、納期限までに行ってください。
なお、660ccを超える自動車の自動車税については、東京都自動車税コールセンター（TEL 03-3525-4066）

または、台東都税事務所（TEL 03-3841-1271）へお問合せください。
（1）  申告・届出場所は、車種によって下記のとおり異なります。

車種 申告・届出場所
原動機付自転車（125cc以下）、
小型特殊自動車（フォークリフトなど）

税務課、戸籍住民サービス課
 （ミニカー・小型特殊自動車の登録・廃車は税務課のみ）

二輪の軽自動車
二輪の小型自動車

関東運輸局東京運輸支局足立自動車検査登録事務所
 （足立区南花畑5-12-1　TEL 050-5540-2031）

軽三輪・軽四輪（660cc以下） 軽自動車検査協会足立支所 （足立区宮城1-24-20　TEL 050-3816-3102）

軽自動車税 ●問合せ　税務課 03-5246-1101便利帳
コード tbc2031 TEL

TEL

税
　
金

便利帳
コード tbc2030納税の方法 ●問合せ　税務課 03-5246-1114

TEL 03-5246-1111（代表）
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　都民税（道府県民税）と特別区民税（市町村民税）
を合わせて住民税と呼んでいます。住民税には、広く
一律に負担していただく均等割と、所得金額に応じて
負担していただく所得割があります。

　自営業の方や住民税を給与から差し引かれていない
方（普通徴収）には「住民税の納税通知書と納付書」
を6月10日頃にご自宅へ、給与所得者（給与からの特
別徴収）には「税額通知書と納入書」を5月15日頃に
会社宛に郵送します。
 4月1日現在65歳以上の方で住民税を公的年金等から
差し引かれる方（公的年金等からの特別徴収）には  
「住民税の納税通知書」を6月10日頃、ご自宅へ郵送
します。（特別徴収の開始年度は税額の1/2相当額が
普通徴収）通知書には、普通徴収の場合は納付書が、
特別徴収の場合は納入書が同封されています。納付
書および納入書による納付・納入については「納税の
方法」（P51）をご参照ください。

　前年中に所得のあった方は、2月16日から3月15日
までに、税務署または区役所へ前年の所得を申告してく
ださい。

　会社から提出される給与支払報告書の記載事項以外
に所得や控除のある方（会社から給与支払報告書が提出
されなかった方を含む。）は、住民税の申告が必要です。
また、事業所得などの所得が少額で確定申告書の提出
義務がない方も、住民税の申告が必要です。
　なお、所得がなかった方でも非課税証明書の発行や
国民健康保険料・介護保険料算定の基礎資料になりま
すので、住民税の申告が必要な場合があります。

　次の方は、税務署へ確定申告を行ってください。

台東区に住所がないが仕事をするための事
務所や店舗等が台東区にある方

給与所得者で1か所の会社からの給与収入が
2,000万円を超える方、2か所以上の会社から
給与収入がある方、給与所得以外の所得があ
る方

　普通徴収は、第1期（6月30日）・第2期（8月31
日）・第3期（10月31日）・第4期（翌年1月31日）
です。
　給与からの特別徴収は、6月から翌年5月（翌月
の10日）、公的年金等からの特別徴収は、公的年金
等の支払月の翌月10日、軽自動車税（種別割）は、
年1回5月31日です。
　ただし、上記納期限が土日祝日の場合は、その
翌営業日が納期限となります。

　※詳しくは、税務署へお問合せください。

住民税の構成
●問合せ　税務課 03-5246-1103～5

税　金
TEL

TEL

TEL

TEL

TEL

便利帳
コード tbc2029

住民税
都　民　税 都民税均等割

都民税所得割

特別区民税 特別区民税均等割
特別区民税所得割

住民税は国籍を問わず、その年の1月1日現在の
住所地で前年（1月～12月）の所得に課税されます。

住民税を納める方 均等割 所得割
台東区に住所のある方 ○ ○

○ －

区役所へ住民税の申告が必要な方

税務署へ確定申告が必要な方

※  確定申告した方は、区役所への住民税の申告は
不要です

（1）  自営業など事業所得、不動産所得、雑所得な

住民税を納める方
●問合せ　税務課 03-5246-1103～5

03-5246-1103～5

（2） 

（3）  雑損控除、医療費控除、寄附金税額控除、給
与にかかる年末調整以外で、住宅借入金等特
別税額控除などの適用を受けようとする方

税額の決定通知
●問合せ　税務課 03-5246-1103～5

納期限日
●問合せ　税務課 03-5246-1114▶

▶

▶延滞金
納期限を過ぎると、本税の納期限の翌日から起算
してその住民税を完納するまでの期間に応じ、その
未納にかかる本税の額に、延滞金が加算されます。

どがある人

51

納付場所、方法は下記のとおりです。
1．特別区指定金融機関、特別区公金収納取扱店（銀行、信用金庫、信用組合、農業協同組合）
2．東京都、山梨県及び関東各県所在のゆうちょ銀行、郵便局の窓口
　ただし、特別徴収義務者（給与支払者）が上記以外のゆうちょ銀行・郵便局で納入する場合、当区の取扱店
として指定する「指定通知書」（特別区民税・都民税特別徴収税額決定通知書に同封）を、納入書とあわせて
提出してください。
3．区役所戸籍住民サービス課（1階・2番窓口）、収納課（3階・9番窓口）、区民事務所・同分室
4．コンビニエンスストア※
　納付できるコンビニエンスストアの一覧は、各納付書の裏面をご覧ください。
5．キャッシュレス決済による納付
（1）特別区民税・都民税（普通徴収）について、納付書表面のバーコードを利用したスマートフォン決済ア
プリ（クレジットカード、インターネットバンキングを含む）によるお支払いができます。詳細は、納付書同
封のチラシまたは区公式ホームページをご覧ください。
（2）軽自動車税（種別割）について、納付書表面のQRコードを利用したスマートフォン決済アプリや、
「地方税お支払いサイト」からクレジットカード等、各種決済方法によるお支払いができます。詳細は、納付
書同封のチラシまたは区ホームページをご覧ください。
（「QRコード」は㈱デンソーウェーブの登録商標です。）

　なお、督促後も住民税を納付いただけない場合
は、預金や給与等の差押（滞納処分）を行う場合が
ありますので、納期限内納付にご協力ください。

※ 注意事項
　・特別区民税・都民税（普通徴収）及び軽自動車税（種別割）のみご利用可能です。
　・バーコードの付いていない納付書は、コンビニエンスストア及びスマートフォンでのお支払いはできませんのでご注意ください。
　・一定期間を経過すると納付書が利用できない場合があります。

TEL 03台東区役所

▶督　促
　納税者または特別徴収義務者が納期限までに住民
税を完納しないときは、督促状を発送します。

1．軽自動車税（種別割）
毎年4月1日現在、区内に定置場がある原動機付自転車・二輪の小型自動車・軽自動車・小型特殊自動車（以
下、軽自動車等）の所有者（個人又は法人）に課税されます。毎年5月上旬に「軽自動車税（種別割）納税通知
書」をお送りします。
軽自動車等を取得・譲渡・廃棄した場合、または住所などの変更があった場合は届出が必要です。手続きを
しないと、継続して所有しているとみなされ課税される場合があります。盗難にあった場合も警察に盗難届を
提出した後、廃車の申告が必要です。
また、障害のある方が所有する軽自動車等で基準に該当する場合、軽自動車税（種別割）の減免が受けられ
る制度があります。減免申請は、納期限までに行ってください。
なお、660ccを超える自動車の自動車税については、東京都自動車税コールセンター（TEL 03-3525-4066）
または、台東都税事務所（TEL 03-3841-1271）へお問合せください。
（1）  申告・届出場所は、車種によって下記のとおり異なります。

車種 申告・届出場所
原動機付自転車（125cc以下）、
小型特殊自動車（フォークリフトなど）

税務課、戸籍住民サービス課
 （ミニカー・小型特殊自動車の登録・廃車は税務課のみ）

二輪の軽自動車
二輪の小型自動車

関東運輸局東京運輸支局足立自動車検査登録事務所
 （足立区南花畑5-12-1　TEL 050-5540-2031）

軽三輪・軽四輪（660cc以下） 軽自動車検査協会足立支所 （足立区宮城1-24-20　TEL 050-3816-3102）

軽自動車税 ●問合せ　税務課 03-5246-1101便利帳
コード tbc2031 TEL

TEL

税
　
金

便利帳
コード tbc2030納税の方法 ●問合せ　税務課 03-5246-1114

TEL 03-5246-1111（代表）



52

　個人の住民税（特別区民税・都民税）・軽自動車税（種別割）の税証明は区で交付していますが、その他
の税証明は、証明の種類によって交付場所が違います。

交付場所

交付場所にお問合せください。

　三輪以上の軽自動車（特殊自動車を除く）が対象で、新車・中古車を問わず取得された車両（取得価格が
50万円を超えるもの）に対して課税されます。

オンライン申請

（2）  オートバイ本体の廃棄（有料）は、最寄のオートバイ専門店、各メーカーまたは、二輪車リサイクルコー
ルセンター（TEL 050-3000-0727）へお問い合わせください。

証明書の種類 必要なもの

・  個人の住民税（課税（非課税）証明書、納税
証明書）

・  軽自動車税（種別割）（納税証明書）

税務課、戸籍住民サービス課、
区民事務所・分室

・  本人確認書類
・  手数料（1通300円）
※ 代理人の申請の場合、委任状が
必要です。

・  所得税・法人税・消費税　納税証明書 その1（納
税額の証明）その2（所得の証明）その3（未
納が無いことの証明）その4（滞納処分をうけ
たことのないことの証明）

東京上野税務署　TEL03-3821-9001
浅草税務署　　　TEL03-3862-7111 

 

台東都税事務所　TEL03-3841-1271 

特別区税の賦課決定（税額の決定）や滞納処分（差押え等）に不服のある方は、区長に対し文書により審査
請求が出来ます。審査請求は、「審査請求書」を作成して、審査請求期間内に提出してください。
▶主な処分に対する審査請求期間

審査請求期間

賦 課 決 定 納税通知書または税額通知書を受け取った日の翌日から起算して3か月以内

督 促 督促状を受け取った日の翌日から起算して3か月以内、または差押えにかかる決定の通知を受け
取った日の翌日から起算して3か月を経過した日のいずれか早い日

滞 納 処 分
給与等の差押えのあったことを知った日の翌日から起算して3か月以内（なお、この処分があったこ
とを知った日の翌日から起算して3か月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して1年を経
過すると審査請求をすることができなくなります。）

課税証明書・納税証明書の交付 ●問合せ　税務課 03-5246-1101便利帳
コード tbc2032

不服申立て ●問合せ　賦課決定、督促については、税務課 03-5246-1101 　
　　　　　滞納処分については、収納課 03-5246-1107～9

2．軽自動車税（環境性能割）

TEL

TEL
TEL

軽自動車税（環境性能割）は、区市町村税ですが、旧自動車取得税（都税）と取扱が共通していることから、
徴収は当面の間、東京都が行います。

税　金

23区の固定資産に関する証明（評価証明、関
係（公課）証明、物件証明等）、納税証明
（法人事業税、法人住民税、個人事業税、固
定資産税、自動車税（種別割）等）、滞納処
分を受けたことのない証明

・ 
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　ひきこもりに悩むご本人やご家族、ご友人などか
らの相談を受け付けています。

　医師がうつ、不眠、統合失調症、思春期、依存症
などの相談に応じます（予約制）。

月2～3回

月1回

台東区役所

健康づくり（相談）
医療相談 便利帳

コード tbc2034

健康・医療

東京都保健医療情報センターの医療機関案内サー
ビス“ひまわり”では、次のサービスを行っています。
▶保健医療福祉相談
保健・医療に関するさまざまな悩みについて専門

相談員が相談に応じます。
月～金曜日　9時～20時

▶医療機関案内
都内の医療機関案内、夜間・休日診療医療機関案

内。
毎日24時間

▶外国語による医療情報サービス
TEL 03-5285-8181
英語、中国語、韓国語、タイ語、スペイン語によ

る医療情報サービスを行います。
毎日　9時～20時

●問合せ　東京都医療機関案内サービスひまわり  03-5272-0303
　　　　　聴覚・言語障害者向け専用ファクス FAX 03-5285-8080

TEL

TEL

TEL

TEL

台東区患者の声相談窓口　TEL 03-3847-9415
台東保健所　生活衛生課　医務薬事衛生担当
区内診療所等で行われている医療に関する事項の相談
月・水・金曜日　9時～17時
（専任相談員が対応）

東京都患者の声相談窓口　TEL 03-5320-4435
〒163-8001　東京都新宿区西新宿2-8-1
保健医療局　医療政策部　医療安全課　内
都内病院等で行われている医療に関する事項の相談
月～金曜日　9時～17時
（正午から13時まで休憩時間）

患者の声相談窓口 便利帳
コード tbc2035

▶相談内容

▶台東保健所

日時はお問合せください。
▶浅草保健相談センター

日時はお問合せください。
上記の他、保健師による相談は随時応じています。

こころの健康相談
●問合せ　台東保健所 保健予防課 精神保健担当 03-3847-9405
 FAX 03-3847-9424
　　　　　浅草保健相談センター 03-3844-8172
 FAX 03-3844-8178

健
康
・
医
療

▶日時　月曜日から土曜日の10時から17時
　　　（祝日・年末年始を除く）

糖尿病や高血圧、脂質異常症などの生活習慣病を
予防する食事や、離乳食の進め方など、食事につい
ての個別相談を行っています。（予約制）
▶会場　台東保健所
▶実施日　月3回　※日時はお問合せください

ひきこもり相談窓口
東京都ひきこもりサポートネット

●問合せ 0120-529-528

管理栄養士による栄養相談
●問合せ　台東保健所 保健サービス課  03-3847-9440

TEL

TEL 03-5246-1111（代表）


